
「みなべ・田辺の梅システム」は、梅栽培を中心とする自然と共生した循環型農業が、400年にわたり伝統的文化や景観などを

育みながら脈々と受け継がれてきたことが評価され、2015 年に世界農業遺産に認定されました。

ホームページ
応募フォームはコチラ

（作品のコンセプト等）

世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」フォトコンテスト 応募用紙

みなべ・田辺地域（みなべ町、旧田辺市）の世界農業遺産に関連する風景、農林業の営み、農耕祭事など、地域の魅力が伝わる写真

＊応募作品に人物が入っている場合は必ずご本人（被写体）の承諾を得てください。
　肖像権侵害など、紛争が生じた際は応募者ご自身の責任と費用負担によって解決していただきます。
＊本人が撮影した未発表の作品に限ります。
＊応募作品はご返却いたしませんのでご了承ください。
＊入賞作品の著作権は主催者に帰属します。
＊入賞作品は当協議会の広報媒体等への利用についてもご了承ください。
＊入賞作品がプリントでの応募の場合、後日、データ又はネガやポジをご提供いただきます。
＊入賞者の氏名は結果発表の際に当協議会ホームページなどで公表させていただきます。
　また、入賞作品と共に 2023 年梅システムカレンダーに記載させていただきます。
＊コンテスト応募者は、応募要項の事項をすべて了承したものとみなします。
＊個人情報は、当フォトコンテスト運営、カレンダー作製の目的にのみ使用いたします。
＊インスタグラムより応募した作品が入選された場合は後日、ダイレクトメッセージにて
　本人様の情報と作品の題名をお聞かせいただきます。
　また、写真の元データをご提供いただきたいので、投稿された写真の元データは削除しないでください。
＊応募期間中にインスタグラムのアカウントを「非公開アカウント」に設定している場合は、応募が無効になります。
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〔宛先〕〒645-0002　みなべ町芝 742 番地　 みなべ町役場 うめ課　☎0739-33-9310 
　　　〒646-8545　田辺市新屋敷町１番地　田辺市役所 梅振興室　☎0739-26-9959

〒645-0002
和歌山県日高郡みなべ町芝742番地
みなべ町役場うめ課内
電話：0739-33-9310
FAX：0739-72-3893

https://www.giahs-minabetanabe.jp/calendar_photocontest/

みなべ・田辺地域世界農業遺産
推進協議会事務局
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1月4日〔水〕 8月31日〔木〕～2023年（令和 5 年）

◎みなべ町、旧田辺市で撮影された未発表の作品（撮影された年代は問いません）　　　　　　　　　　◎横位置の写真に限ります
◎プリントの場合 A４、四切、ワイド四切のいずれか、データの場合１MB 以上の jpeg データ　　　　◎一人何点でも応募できます

（例）みなべ町や旧田辺市の景色、梅栽培や梅加工・製炭の作業風景 、伝統的な農耕祭事の様子、地域に生息する生き物 など

①以下の宛先に郵送 または 持参する
　下記の応募用紙に必要事項を記入し、プリント写真又はデータをお届けください。
　

②ホームページ応募フォームから送信する　
世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」ホームページのフォトコンテスト応募フォームに必要事項を記入し、
写真データ（5MB までの jpeg データ）をお送りください。

世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」

フォトコンテスト

入賞作品は 2024 年（令和 6 年）世界農業遺産「梅システムカレンダー」に使用させていただきます 協議会インスタグラム
アカウントはコチラ

③インスタグラムから応募する　
1. みなべ・田辺地域世界農業遺産推進協議会のアカウント「@minabetanabe_giahs」をフォロー
2.「# 梅システムフォトコン」と「# みなべ田辺の梅システム」のハッシュタグ 2 つをつけ、
　撮影月と撮影場所を記載し投稿してください。

@minabetanabe_giahs
みなべ・田辺地域世界農業遺産推進協議会カレンダー作製委員会において令和5 年 9月に審査予定
＊データでの応募作品については、カラーコピー機でプリントアウトして審査します。
＊審査結果は、入賞者のみに通知いたします。


